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公示日：2021年 3月 24日 

調達管理番号：20a01286 

国名：インドネシア 

担当部署：地球環境部防災グループ防災第一チーム 

調達件名：インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェ

クト詳細計画策定調査（評価分析） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：評価分析 

（２）格 付：３号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間：2021年5月中旬から2021年8月上旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ：国内 0.75M/M、現地 1.4M/M、合計 2.15M/M 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間 

 5日 42日 10日 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：1 部 

（２）見積書提出部数：1 部 

（３）提出期限：2021年4月14日（水）（12時まで） 

（４）提出方法：電子データのみ 

 専用アドレス（e-propo@jica.go.jp） 

 提出方法等の詳細については JICAホームページ内の以下をご覧ください。 

業務実施契約（単独型）公示にかかる競争手続き（PDF/352KB） 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/competition_2020.pdf 

 

なお、JICA 本部 1 階調達・派遣業務部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参

いただいても受領致しかねます。ご留意ください。 

 

（５）評価結果の通知：2021年4月27日（火）までに個別通知 

提出されたプロポーザルを JICAで評価・選考の上、契約交渉順位を決定します。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 １６点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ４点 

（２）業務従事予定者の経験能力等： 

①類似業務の経験 ４０点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ８点 

③語学力 １６点 

④その他学位、資格等 １６点 

（計１００点） 

類似業務 各種評価調査 

対象国／類似地域 インドネシア／全途上国 

語学の種類 英語 
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５．条件等 

（１）参加資格のない社等：本調査を受注した法人及び個人（補強所属元企業含む）は、当該技

術協力プロジェクト等事業本体への応募・参加を認めません。 

（２）必要予防接種：特になし 

 

６．業務の背景 

災害頻発国であるインドネシアでは、地震、洪水、津波および地滑り等の自然災害が毎年頻発

しており、1980年から 2018年までの EM-DAT(The international disasters database)による統

計で、死者約 19 万人、被災者約 2,445万人、経済被害額約 294億 US ドルという甚大な被害が発

生したとされている。またインドネシアは、その気候や地理的条件から洪水リスクも高く、イン

ドネシア国家防災庁（以下、BNPB）の災害データベースによる災害種毎の発生件数では、洪水を

含む水関連災害が最も多く、全体の半数を占めている。また EM-DATの統計によると死者数に関し

ては、洪水が最も多く、経済被害も地震、森林火災に次ぎ、洪水が第 3 位となっている 。その水

関連災害は年々増加し同国全土で生じており、国民の約 3 割以上が洪水リスクエリアに居住して

おり、気候変動の影響によりさらなるリスクの高まりが懸念されている 。その経済損失額は年間

約 460 億円 にも上る現状があり、また洪水により基幹交通網が分断されることにより、人の動き

や流通に影響を与え、さらなる経済活動の停滞の要因ともなっている。 

 5か年計画である「国家中期開発計画（RPJMN）2020-2024」では、防災は 7つの優先課題の一

つとして「Building the Environment, Improvement of Disaster Resilience and Climate Change」

を掲げており、この中で防災に関して「Enhancement of Disaster and Climate Resilience」が

柱の一つとして位置付けられている。洪水対策も重要施策の一つとして掲げられ、洪水リスク削

減に取り組んでいる。洪水対策の主務官庁は公共事業・国民住宅省（以下、PU）であり、河川改修

などの構造物対策を中心として洪水予測などの非構造物対策も含む河川流域における洪水対策を

実施している。また他省庁も含めたインドネシア政府全体として、流域における森林・農地等の

管理や、資産買収、土地利用計画、建築基準、開発計画規制等により洪水リスク削減を図るとと

もに、住民啓発や早期警報、応急対応等にも努めている。 

一方、これまでインドネシアにおける洪水対策マスタープラン策定は、日本を含む開発援助機

関の支援に頼ってきたことから全流域に広く普及されるに至っていない。さらに PUが独自に策定

した洪水対策マスタープランの多くは、整備箇所のリストアップに留まり、計画規模、計画流量、

流量配分等の技術的な検討を経た計画策定がなされていない。また、これまでの日本の協力では、

上述のとおり協力対象流域における洪水対策マスタープランの策定の支援と、そのマスタープラ

ンに基づく事業実施に対する資金協力による支援、流域関係機関との連携や河川整備実施機関の

能力強化など、現場レベルの運用・維持管理を主眼においた技術協力プロジェクトを実施してき

たが、上記のような洪水対策マスタープランの策定過程で必要な技術的検討に係る能力強化が必

要とされている。 

さらにインドネシアでは経済成長および洪水被害の増大、気候変動影響による洪水の激甚化等

の洪水リスクの増大に伴い、一層の洪水対策の推進が求められている。現在、インドネシアのイ

ンフラ関連予算 2.8 兆円（2015-2019 年平均）のうち約 32％にあたる 0.9 兆円（2015-2019 年平

均）を PUの予算が占めている。そのうち約 4割を治水担当部局である水資源総局が占めており年

間約 10％ずつ予算も増加している 。一方で、水資源総局における治水予算は 15％ほどに留まっ

ており、同局が管轄する水資源分野、灌漑分野よりも比較的予算額は小さくなっている。また治

水予算が国家予算（2015）に占める割合は 0.4％に留まっており、同じ災害多発国である日本（1.7％）

や途上国のフィリピン（2.6％） と比較しても、洪水災害リスク削減に向けた更なる治水投資（予

算）が必要である。 

上記のとおり洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎とな

る新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の

推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る PU の能力向上が求められて

いる。 

上記背景の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能

力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。なお、我が
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国の「対インドネシア共和国 国別開発協力方針」（2017年 9月）には、インドネシア援助の重

点分野として「均衡ある発展を通じた安全で公正な社会の実現に向けた支援」が掲げられており、

安全で公正な社会を実現するため、防災対策等の行政機能の向上を支援するとしており、本事業

は、その協力プログラム「防災能力・行政機能向上プログラム」に位置付けられる。また対イン

ドネシア JICA国別分析ペーパー（2018年 6月）にも防災協力は重点分野の一つとして設定され、

防災の事前投資の推進強化を図ることで、同国における持続的な経済発展に寄与することが掲げ

られており、本事業の方針と一致している。本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の

背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プ

ロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクト

に関わる合意文書締結を行う予定である。 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者

や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画

策定のために必要な以下の調査を行う。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務

従事者が作成する報告書（案）を含めた報告書（案）全体の取りまとめを行う。 

具体的担当事項は次のとおりとする。なお調査対象とする流域は公共事業・国民住宅省（PU）

が管理する流域のうち、12の大河川事務所（BBWS）が管轄する流域及びその他ニーズが高い（直

近で洪水が起きた等）流域（2-3流域）とするが、調査開始後改めてインドネシア政府とも協議の

上で決定する。 

（１）国内準備期間（2021年 5 月中旬） 

① 要請背景及び内容を把握（要請書・関連報告書等の資料・情報の収集・分析）の上、現

地調査で収集すべき情報を検討する。 

② 担当分野に係る詳細計画策定調査計画・方針案を検討する。 

担当分野に係る現地調査で収集すべき情報を検討した上で、相手国関係機関（公共事

業・国民住宅省（PU）、国家防災庁（BNPB）、インドネシア気象気候地球物理庁（BMKG）

等）、他ドナー（世界銀行、アジア開発銀行、オランダ等）等から収集すべき内容を検

討する。※関係機関の詳細については、過去に JICAが実施した協力案件を参照のこと。 

③ 相手国関係機関、他ドナー等に対する事前質問票（案）英文を担当分野の観点から作成

して他団員が作成した質問票（案）との取り纏めに協力する。 

④ プロジェクトの Project Design Matrix(PDM案)、Plan of Operation (P/O)（案）、事

業事前評価表（案）の担当分野関連部分を検討する。 

⑤ JICA 職員が作成する、対処方針（案）、Minutes of Meeting(M/M)(案)、Record of 

Discussions(R/D)（案）について、担当分野の観点からコメントする。 

⑥ 他団員の取りまとめを含む調査全体の情報収集の取りまとめへ協力する。 

⑦ 調査団打合せ、対処方針会議等に参加する。 

 

（２）現地派遣期間（2021年 5 月中旬から 2021年 7月上旬まで） 

   *公示時点でインドネシア渡航後に 14 日間の隔離が必要なため同期間は文献レビュー等を

行うとともに必要に応じて遠隔的に調査を進める。 

① JICAインドネシア事務所等との打ち合わせに参加する。 

② 先方関係機関に対して、プロジェクトの評価手法について説明を行う。 

③ 相手国関係機関との協議（R/D協議を含む）及び現地調査に参加する。 

④ 事前に JICA インドネシア事務所を通じて関係機関に配布した質問票を回収し、担当分

野について分析を行うとともに、他団員とも協力して追加情報・資料を収集する。 

⑤ JICAのインドネシアの治水分野の過去の協力（１０．特記事項（２）参考資料参照）の

内容や成果のレビューを行い、体系的な資料に整理する。また１０．特記事項（２）参

考資料に記載の技術協力における能力強化活動を念頭に、プロジェクト終了後の成果の

継続性に係る状況把握と促進・阻害要因の抽出を行い、本プロジェクトのプロジェクト

枠組（PDM等）の検討の際に参照する。 
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⑥ JICAのフィリピンにおける治水分野の能力強化における過去の技術協力（１０．特記事

項（２）参考資料参照）の内容や成果のレビューを行い、また、必要に応じ JICA が紹

介するフィリピンにおいて過去の治水案件で従事した経験を有する専門家等の関係者 1

～2 名に対しヒアリングを行う。インドネシアとフィリピンにおける治水分野の能力強

化の技術協力及び現状の比較を行う。 

 

⑦ 担当分野に係る情報・資料を収集し、現状を把握する。また河川・治水関連の技術的な

内容については、他の団員とも協力の上で分析を実施する。 

ア）インドネシアの洪水対策における本プロジェクトの位置づけ 

イ）全体予算からの予算配分における洪水対策の現状 

ウ）想定される協力内容に関する実施機関の実施体制（財務状況、費用負担能力、組織

体制、人員配置等） 

エ）実施機関における洪水対策マスタープラン策定に関わる人材育成の現状把握と課題

の抽出 

オ）他ドナーにおける洪水対策への支援の現状 

カ）実施機関内における予算要求編成及び執行状況 

キ）実施機関における個別プロジェクトの事業実施プロセスの確認（事業申請、予算獲

得等） 

ク）洪水対策における予算獲得に係る課題の分析 

ケ）基本統計情報、既存情報、関連法令情報等 

コ）洪水対策・防災分野の観点からの男女の役割の違い、ジェンダー格差、ジェンダー

に関する社会規範・慣習、男女で異なるニーズや課題 

サ） SDGsにおける本プロジェクトの位置づけ 

⑧ 実施機関に対して、PDM の構成（項目の関連性やモニタリング指標）を説明する。必要

に応じて、PCMワークショップを開催し、同ワークショップのファシリテーターを行い、

その結果を整理・分析する。 

⑨ 評価指標設定のための情報を収集し、ベースライン調査及びモニタリングの実施方法及

び方向性等を検討・提案する。 

⑩ 担当分野に係る PDM（案）（和文・英文）、PO（案）（和文・英文）の作成に協力する。 

⑪ 専門家・機材・研修等投入計画、専門家業務内容の検討に協力する。 

⑫ 評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点からプロジェクト

を分析し、事業事前評価表（案）の作成に協力する。 

⑬ M/M案及び R/D案の取り纏めに協力する。 

⑭ 他団員と協力し、現地調査時の議事録（和文）を作成する。 

⑮ 担当分野に係る現地調査報告書の原稿作成を行う。 

⑯ 他団員の取りまとめを含む調査全体の情報収集の取りまとめへ協力する。 

⑰ 担当分野に係る現地調査結果を JICAインドネシア事務所等に報告する。 

※ジェンダーに係る課題が明らかとなった場合、PDM（案）作成にあたって以下を考慮する。 

 プロジェクトの枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を設定する。 

 ジェンダー視点に立ったアウトプット（成果）設定の必要性を検討する。 

 ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。 

 

（３）帰国後整理期間（2021年 7月上旬～7月下旬） 

① 帰国報告会に出席し、担当分野に係る調査結果を報告する。 

② 収集資料を分析・整理する。 

③ 事業事前評価表（案）（和・英文）の作成に協力する。 

④ リスク管理チェックシート（案）を作成する。フォーマットは JICAから提供する。 

⑤ 担当分野に係るプロジェクトへの助言（期間、投入、機材、実施手法、規模、外部条件

及び留意点等）を行う。 

⑥ 治水担当組織の治水計画策定能力を把握するために必要な、視点・データ・指標を整理
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する。（河川・治水関連の技術的な内容については、他の団員とも協力の上で分析する） 

⑦ 詳細計画策定調査終了時点でのインドネシア洪水対策 MP策定能力強化に必要な、体制・

組織・人材育成の改善・強化に向けた提言をまとめる。（河川・治水関連の技術的な内

容については、他の団員とも協力の上で分析する） 

⑧ 担当分野に係る詳細計画調査報告書（案）（和文）の作成を行い、他団員を含む報告書

全体の取りまとめに協力する。 

※リスク管理チェックシートはプロジェクト実施の際に想定されるリスクを把握し、それ

に係る対応策を抽出することで、具体的なリスク回避・リスク軽減のアクションにつな

げることを目的としている。 

 

８．報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。 

2021 年 7月 26日（月）までに提出。 

次の（１）～（４）を電子データにて提出すること。 

（１）担当分野に係る詳細計画策定調査報告書（案）（和文） 

（２）事業事前評価表（案）（和・英文） 

（３）リスク管理チェックシート（案）（和文） 

（４）収集資料一式 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、以下 URLの「業務実施契約（単独型）に係る見積書につい

て」を参照願います。 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/estimate_202103.pdf 
留意点は以下のとおり。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上してください）。 

航空経路は、成田/羽田⇒ジャカルタ⇒成田/羽田を標準とします。 

 

10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

本業務従事者の現地調査期間は2021年5月23日～2021年7月3日を予定しています。本業

務従事者は、JICAの調査団員に2週間先行して現地調査の開始を予定しています。 

また新型コロナウィルスに関連して、公示時点でインドネシア渡航後に14日間の隔離が

必要なため同期間は遠隔的に調査を進める予定です。また帰国後について日本政府の方針

に基づいた隔離措置を遵守していただきます。 

本契約受注コンサルタントは、準備期間・現地業務期間・整理期間を通じ、他の団員と

協力しながら、プロジェクトの協力内容の詳細検討を行うことを想定しています。JICAの

調査団員が現地入りしている際は、本プロジェクトの検討にかかる協議への参加を想定し

ています。 

 

②現地での業務体制 

本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。なお、新型コロナウィルス感染拡大の

影響により、現地渡航する団員を調整する場合があります。JICA団員はオンラインによる

遠隔の協議参加の可能性もあります。 

(ア) 総括（JICA） 

(イ) 技術参与（JICA） 

(ウ) 協力企画（JICA） 

(エ) 河川計画（コンサルタント） 

(オ) 河川調査（コンサルタント） 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/estimate_202103.pdf
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(カ) 降雨・流域特性（コンサルタント） 

(キ) 河川構造物情報（コンサルタント） 

(ク) 環境社会配慮（コンサルタント） 

(ケ) 評価分析（コンサルタント） 

※PU配属のJICA長期専門家が同行予定 

 

③他案件との連携 

地球環境部主管「治水分野防災投資事業に係る情報収集・確認調査」にて先行してイン

ドネシアを含む治水投資事業の洗い出しに係る調査を実施中です。本調査では、治水対策

実施機関の能力強化を図る案件の詳細計画策定調査を目的としており調査項目は異なりま

すが、重複する調査内容に関しては同調査内容を踏まえた効率的な調査を想定していま

す。 

 

④便宜供与内容 

JICAインドネシア事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎 

あり 

イ） 宿舎手配 

あり 

ウ） 車両借上げ 

全行程に対する移動車両の提供（JICA職員等の調査期間については、職員等と同乗

することとなります。） 

エ）通訳傭上 

必要に応じて事務所にて手配 

オ） 現地日程及び国内移動に係るアレンジ 

JICAが必要に応じアレンジします。なお、JICA職員等の到着前の関係機関へのアレ

ンジについては、コンサルタントによるアポイント取り付けが必要となる場合があ

ります。 

 

（２）参考資料 

① 本業務に関する以下の資料をJICA地球環境部防災グループ防災第一チーム担当 

（gegdm@jica.go.jp）から共有します。 

 要請書 

 過去の治水案件一覧表 

主な洪水対策能力強化関連の技術協力 

【インドネシア】 

・ジャカルタ首都圏水害軽減組織強化プロジェクト 

・ジャカルタ首都圏総合治水能力強化プロジェクト 

・河川流域機関実践的水資源管理能力向上プロジェクト 

・河川流域機関実践的水資源管理能力向上プロジェクトフェーズ2 

 

【フィリピン】 

・治水砂防・技術力強化プロジェクト 

・治水行政機能強化プロジェクト 

 

② 本事業に関する以下の資料がJICA図書館等のウェブサイトで公開されています。 

(ア)「インドネシアにおける JICA事業の足跡に関する情報収集・確認調査」 

 https://www.jica.go.jp/indonesia/office/others/footprint.html 

(イ)「インドネシア国防災分野における情報収集・確認調査報告書」 
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000041316.html 

mailto:gegdm@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/indonesia/office/others/footprint.html
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flibopac.jica.go.jp%2Fimages%2Freport%2FP1000041316.html&data=04%7C01%7CKakugawa.Yoshie%40jica.go.jp%7C7701ccc026144b3d165908d8e44dc4a9%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C637510369948208917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZSRbWm%2FSzix0JkAZjv6BeVzN8f%2FVVD04mhnyyFKJS6Q%3D&reserved=0
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③ 本契約に関する以下の資料を当機構調達・派遣業務部契約第一課にて配布します。配布

を希望される方は、専用アドレス（e-propo@jica.go.jp）宛に、以下のとおりメールをお

送りください。 

ア） 提供資料：「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程」及び「情報セキュ

リティ管理細則」 

イ） 提供依頼メール 

・タイトル ：「配布依頼：情報セキュリティ関連資料」 

・本 文 ：以下の同意文を含めてください。  

「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての

使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もし

くは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」 

 

（３）その他  

① 業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制

度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

② 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA

インドネシア事務所及び在インドネシア日本大使館などにおいて十分な情報収集を行う

とともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十

分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活

動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様

に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載

してください。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を

登録してください。 

③ 本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年10月）」

（http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf）の趣旨を念頭に業務を行う

こととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当

者に速やかに相談してください。 

④ 本業務に係る契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、

国外での役務提供に係る対価について消費税を不課税とすることを想定しています。 

⑤ 本業務については新型コロナウィルスの流行の状況や先方政府側の対応次第で、渡航時

期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関して

は JICAと協議の上決定することと致します。 

 

以上 

 

mailto:e-propo@jica.go.jp
mailto:prtm1@jica.go.jp）宛に、以下のとおりメールをお送りください
mailto:prtm1@jica.go.jp）宛に、以下のとおりメールをお送りください
mailto:prtm1@jica.go.jp）宛に、以下のとおりメールをお送りください
http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf

